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明石市地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条

例 

明石市地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例（平成１１年条例第３０

号）の一部を次のように改正する。 

改   正 現   行 

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係） 

地区整備計画の区域 地区整備計画の区域 

 名称 区域   名称 区域  

 （略）   （略）  

 松が丘５

丁目地区

地区整備

計画 

都市計画法第20条第１項

の規定により告示された

松が丘５丁目地区地区計

画の区域のうち、地区整

備計画が定められている

区域 

  

（新 設） 

 

別表第２（第４条―第７条関係） 別表第２（第４条―第７条関係） 

地区計画の区域内の制限 地区計画の区域内の制限 

(１)～(29) （略） (１)～(29) （略） 

(30) 松が丘５丁目地区地区整備計画の区

域 

（新 設） 

  計画地区 全域   

 (ア) 建築して

はならな

い建築物 

次に掲げる建築物

以外の建築物 

(１) 一戸建の住

宅 

  

 (２) 自治会等の

自治活動の目的

の用に供するた

めの集会所その

他これに類する

建築物 

  

 (３) 前２号の建

築物に附属する

もの 

  

 (イ) 容積率の

最高限度 

   

 (ウ) 建蔽率の

最高限度 

   

1



 (エ) 建築物の

敷地面積

の最低限

度 

130平方メートル   

 (オ) 壁面の位

置の制限 

   

 (カ) 建築物の

高さの最

高限度 

   

  

備考 

１ 改正部分は、下線の部分である。 

２ 改正の欄に「（削 る）」とある場合は、現行の欄の改正部分を削る。 

３ 現行の欄に「（新 設）」とある場合は、改正の欄の改正部分を加える。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

本案は、開発事業により新たに整備される松が丘５丁目地区について、建築基準法第６８

条の２第１項の規定に基づき、区域内における建築物の敷地及び用途に関する制限を定める

ため、条例の一部を改正しようとするものである。 
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